
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

栃
木
市
原
油
価
格
高
騰
対
策
事
業

者
支
援
補
助
金
の
お
知
ら
せ

　
栃
木
市
で
は
、
原
油
価
格
高
騰
の

影
響
を
受
け
て
い
る
市
内
事
業
者
に

対
し
て
、
補
助
金
に
よ
る
支
援
を
行

い
ま
す
。

対
象　
令
和
３
年
１
月
31
日
以
前
か

ら
市
内
に
事
業
所
を
有
し
、
か
つ
、

市
内
で
事
業
活
動
を
営
み
、
引
き
続

き
市
内
に
お
い
て
事
業
を
継
続
す
る

意
思
を
有
す
る
中
小
事
業
者
（
農
業

を
主
た
る
事
業
と
す
る
者
を
除
く
）

補
助
額　
令
和
４
年
２
月
か
ら
４
月

の
燃
料
購
入
量
（
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、

軽
油
ま
た
は
重
油
に
係
る
購
入
量
に
限

る
）
の
合
計
に
20
円
を
乗
じ
た
額
と
、

令
和
４
年
２
月
か
ら
４
月
の
電
気
料
金

か
ら
前
年
同
月
の
電
気
料
金
を
差
し
引

い
た
額
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
を
合
算
し

た
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
た
額
。（
上

限
30
万
円
、
下
限
５
万
円
）

※
申
請
は
１
事
業
者
１
回
限
り
で
す
。

申
請
方
法
　
必
要
書
類
を
揃
え
て
、

郵
送
ま
た
は
商
工
振
興
課
窓
口
へ
。

な
お
、
申
請
用
紙
は
窓
口
ま
た
は
栃

木
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
込
期
間　
10
月
31
日
（
月
）
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）　

※
た
だ
し
予
算
の
上
限
に
達
し
た
場
合

は
、期
限
内
で
も
終
了
と
な
り
ま
す
。

問 

商
工
振
興
課　

  

☎
（21）
２
３
７
１

「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
を
実
施

し
ま
す

　

総
務
省
は
、「
令
和
４
年
就
業
構

造
基
本
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。
こ

の
調
査
は
、
日
本
の
就
業
・
不
就
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
統

計
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
国
の
重
要

な
統
計
調
査
で
す
。９
月
下
旬
か
ら
、

調
査
員
が
調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯

に
伺
い
ま
す
。
回
答
は
調
査
票
に
ご

記
入
後
、
同
封
の
提
出
用
封
筒
に
入

れ
て
投
函
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か

ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
で
き
ま

す
。調
査
票
に
書
か
れ
た
内
容
は「
統

計
法
」
の
規
定
に
よ
り
適
正
に
管
理

し
、
統
計
作
成
目
的
以
外
の
使
用
は

い
た
し
ま
せ
ん
。
調
査
の
趣
旨
を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
ご
回
答
を
お
願
い

し
ま
す
。

対
象
　
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に

よ
り
選
定
し
た
抽
出
単
位
に
居
住
す

る
15
歳
以
上
の
世
帯
員
（
令
和
４
年

10
月
１
日
現
在
）

問 

総
合
政
策
課     

☎
（21）
２
３
０
６

不
動
産
合
同
公
売
会
の
開
催

　
市
税
等
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ

え
た
不
動
産
を
小
山
市
・
栃
木
市
・

結
城
市
が
合
同
で
公
売
し
ま
す
。

日
時
　
11
月
８
日
（
火
） 

受
付
12
時
50
分
～
／
入
札
説
明
会　

13
時
～
／
入
札
開
始
13
時
20
分

場
所
　
小
山
市
立
中
央
公
民
館
（
小

山
市
中
央
町
）

公
売
方
法
　
期
日
入
札
（
一
般
の
方

も
入
札
に
参
加
で
き
ま
す
）

※
農
地
法
の
許
可
（
届
出
）
が
必
要

な
財
産
の
場
合
は
、
所
在
す
る
市
の

農
業
委
員
会
等
発
行
の
買
受
適
格
証

明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
予
告
な
く
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
、
小
山
市
納
税
課
、
栃
木

市
収
税
課
、
結
城
市
収
納
課
の
各
窓

口
に
て
配
布
の
「
不
動
産
の
公
売
広

報
」
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問 

収
税
課　
　

  　
☎

（21）
２
２
８
１

令
和
４
年
度　

第
２
回
危
険
物
取

扱
者
試
験
の
お
知
ら
せ

試
験
日　
11
月
６
日
（
日
）

試
験
場
所　

栃
木
工
業
高
等
学
校

（
岩
出
町
）

受
験
資
格　

甲
種
（
資
格
が
必
要
）　

乙
種
・
丙
種
（
資
格
必
要
な
し
）

試
験
手
数
料　
甲
種
６
，
６
０
０
円

／
乙
種
４
，
６
０
０
円
／
丙
種
３
，

７
０
０
円

電
子
申
請　
９
月
２
日（
金
）～
13
日（
火
）　

書
面
申
請　
９
月
５
日（
月
）～
16
日（
金
）

願
書
配
布
・
申
込
先　
（
一
財
）
消

防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部

ま
た
は
県
内
の
消
防
局
お
よ
び
各
消

防
本
部

問 （
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
栃
木
県
支
部　

☎
０
２
８-

６
２
４-

１
０
２
２

市
消
防
本
部
予
防
課
☎

（22）
０
０
７
２

小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者
登
録

の
お
知
ら
せ

　
市
が
発
注
す
る
小
規
模
な
工
事
や

修
繕
で
そ
の
内
容
が
軽
易
で
、か
つ
、

契
約
金
額
が
50
万
円
を
超
え
な
い
も

の
に
つ
い
て
、
受
注
・
施
工
を
希
望

す
る
方
を
登
録
し
、
積
極
的
に
業
者

選
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

市
内
業
者
の
受
注
機
会
の
拡
大
を
図

る
制
度
で
す
。
登
録
を
希
望
す
る
方

は
、
必
ず
手
続
き
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有

し
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る
方
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。

①
個
人
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
小
規

模
工
事
等
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ

て
必
要
な
認
知
、
判
断
お
よ
び
意
思

疎
通
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
方

②
個
人
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
破
産

者
で
復
権
を
得
て
い
な
い
方

③
市
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
者
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

④
希
望
す
る
工
種
を
履
行
す
る
た
め
に

必
要
な
資
格
、
免
許
等
を
有
し
な
い
方

登
録
で
き
る
工
種　
建
設
業
法
で
定
め
る

工
種
（
29
工
種
）
の
う
ち
３
工
種
ま
で

登
録
申
請
の
受
付
期
間　
８
月
29
日

（
月
）
～
９
月
16
日
（
金
）（
閉
庁
日

を
除
く
）

登
録
有
効
期
間　
令
和
４
年
10
月
１

日
～
令
和
６
年
９
月
30
日

登
録
申
請
の
方
法　
小
規
模
工
事
等

契
約
希
望
者
登
録
申
請
書
（
契
約
検

査
課
窓
口
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
次
の
必
要
書

類
を
添
付
し
、直
接
ま
た
は
郵
送
に
て
。

①
市
税
の
完
納
証
明
書
（
法
人
の
場

合
は
法
人
の
完
納
証
明
書
。
個
人
事

業
者
の
場
合
は
代
表
者
個
人
の
完
納

証
明
書
）

②
希
望
す
る
工
種
を
履
行
す
る
た
め

に
必
要
な
資
格
、
免
許
等
を
証
明
す

る
書
類
の
写
し

③
工
事
経
歴
書

④
誓
約
書

※
現
在
の
登
録
の
更
新
を
希
望
さ
れ

る
方
で
、
登
録
内
容
に
変
更
が
な
い

場
合
は
、
申
請
手
続
を
簡
素
化
し
て

お
り
ま
す
。
登
録
内
容
と
手
続
方
法

を
記
載
し
た
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
て

お
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
登
録
を
も
っ
て
、
見
積
業
者

の
指
名
や
契
約
を
約
束
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

郵
送 

〒
３
２
８–

８
６
８
６　

栃

木
市
役
所　
契
約
検
査
課

問 

契
約
検
査
課　

  

☎
（21）
２
３
６
１

　■原油・飼料価格高騰対策農業者支援補助金のお知らせ
　コロナ禍における原油および飼料価格の高騰による影響を受けた市内の施設園芸および畜産農家に対し、経営の継続
および安定を図るため、燃料費及び飼料費に係る経費の一部を補助します。
補助対象

（１）市内に住所を有する施設園芸および畜産農家（法人は市内に主たる事業所を有していること）
（２）令和２年１０月３１日以前から施設園芸および畜産を営む農業者で引き続き経営を継続する意思のある者
（３）市税に滞納がない者
補助金額　施設園芸および畜産農家が令和３年１１月から令和４年４月までに購入した燃料費および飼料費から令和２
年１１月から令和３年４月までに購入した燃料費および飼料費を差し引いた経費に２分の１を乗じた額（１，０００円
未満切捨）とする。なお、上限は３０万円とし５万円未満の場合は交付対象としません。※燃料費は、灯油、軽油およ
び重油が対象となります。
申請方法　栃木市原油・飼料価格高騰対策農業者支援補助金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。

（１）令和２年１０月３１日以前から施設園芸および畜産を営んでいることを証する書類（①～③のどれか）
①確定申告書および決算書の写し（個人）②全部事項証明書（法人）③販売伝票または資材・素畜購入の領収書の写し（新
規就農者）

（２）燃料費および飼料費の積算書
（３）燃料費および飼料費の支払いが分かる書類（領収書等）
（４）市税完納証明書
申請期限　１１月３０日（水）まで
申請窓口　農業振興課、各総合支所地域づくり推進課（郵送による申請も可能）
オンライン申請　栃木市ホームページ上にあるオンライン申請のページより栃木市原油・飼料価格
高騰対策農業者支援補助金を選択いただくか、２次元コードを読み込んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問  農業振興課☎（２１）２３８２

　■施設園芸高効率空調機器導入支援補助金のお知らせ
　原油価格高騰の影響を受けている施設園芸農家の経営の安定および環境に配慮した農業を推進するため、エネルギー
効率に優れたヒートポンプ式ハウス用空調機器の導入に係る費用の一部を補助します。
補助対象

（１）市内に住所を有する施設園芸農家で引き続き施設園芸を継続する意思のある者
　（法人は市内に主たる事業所を有していること）

（２）市税に滞納がない者
補助金額　施設園芸農家が令和４年４月１日から令和４年１２月３１日までの間に導入するヒートポンプ式ハウス用空
調機器の設置に係る経費に１０分の３を乗じた額（１，０００円未満切捨）とし、上限は１００万円とする。
申請方法　栃木市施設園芸高効率空調機器導入支援補助金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。

（１）市内に住所を有し、施設園芸を営んでいることを証する書類（①～③のどれか）
①確定申告書および決算書の写し（個人）②全部事項証明書（法人）③販売伝票または資材購入の領収書の写し（新規
就農者）

（２）ヒートポンプ式空調機器購入および設置費用の支払いが分かる書類（領収書等）
（３）（２）の内訳が分かる書類
（４）ヒートポンプ式空調機器の設置状況が分かる写真
（５）市税完納証明書
申請期限　令和５年１月３１日（火）まで
申請窓口　農業振興課、各総合支所地域づくり推進課（郵送による申請も可能）
オンライン申請　栃木市ホームページ上にあるオンライン申請のページより栃木市施設園芸高効率
空調機器導入支援補助金を選択いただくか、２次元コードを読み込んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問  農業振興課☎（２１）２３８２　　　
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